
消費生活用製品の重大製品事故に係る公表済事故において、製品に起因して

生じた事故かどうか不明であると判断した案件について

平 成 ２ ５ 年 ３ 月 １ ２ 日

経済産業省商務流通グループ

製品安全課製品事故対策室

消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第３１号。以下「消安法」）第３５条第１項の規定

に基づき報告のあった重大製品事故に係る公表において、製品起因か否かが特定できて

いない事故として公表した案件のうち別紙については、消費経済審議会製品安全部会『平

成２４年度第３回製品事故判定第三者委員会』における審議の結果、原因究明調査を行っ

たものの製品に起因して生じた事故かどうか依然として不明であると判断したので、製品安

全に資する情報提供の観点から、不明の理由を付して公表することとします。

なお、事故原因は不明であるため、今後の事故の発生について注視し、必要に応じて対

応を行うこととしています。

※詳細は別紙のとおりです。

【参考】※消安法

（内閣総理大臣への報告等）

第３５条

消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用

製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、当該消費生活用製品の名称及び

型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した

数量を内閣総理大臣に報告しなければならない。
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1
A201000166
平成22年5月4日（山口県）
平成22年5月21日

インターホン WQS512W
松下電工株式会社
（現　パナソニック
株式会社）

（火災）
当該製品及び周辺が焼損する
火災が発生した。

○当該製品のＡＣ１００Ｖ入力端子基板部において、異極端子間で放電した痕
跡が認められた。
○ＡＣ１００Ｖ入力端子基板部と向かい合うブラウン管式ディスプレーの背面ガ
ラス部に熱溶融が発生し、内部に向かう貫通穴が開いていた。
●当該製品のＡＣ１００Ｖ入力端子基板部において、異極端子間でアーク放電
が発生し、周辺の可燃物が焼損した可能性が考えられるが、焼損が著しいた
め、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

2
A201000440
平成22年5月8日（千葉県）
平成22年8月25日

折りたたみ自転車
（小径車）

A-RideX　TWT0026
株式会社価格ネッ
ト

（重傷1名）
当該製品で走行中、段差を通過
しようとした際、当該製品のフ
レームが折れ、前方へ転倒し、
負傷した。

○当該製品の前方下側フレームのメインロックボタンの左右穴部が楕円形に変
形していた。
○前方下側フレームの上部が破損しており、破損部を観察した結果、延性破面
及び粒界割れが確認された。
○前クイックリリースの締め付け力は緩かった。
○当該製品の強度に異常は認められなかった。
●当該製品に乗車中、段差を上り下りしたときに前輪の後ろ方向に衝撃力が加
わり、前方下側フレームの上部が変形し、前クイックリリースが外れ、前方下側
フレームの切り欠き部から後方に引き裂かれるように破断したため、バランスを
崩し、転倒した可能性があると推定されるが、製品の強度に異常は認められ
ず、さらに強い衝撃力が加わった要因が不明なことから、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

3
A201000681
平成22年9月5日（岡山県）
平成22年11月17日

収納家具（ウォール
ラック）

1327-6021-127 株式会社ニッセン

（重傷1名、軽傷1名）
当該製品を組み立て、天井との
固定板を取り付け設置された状
態から、当該製品が倒れ、１名
が重傷、１名が軽傷を負った。

○当該製品は、ネジボルト、カムロックの一部と突っ張り器具が未回収であった
が、確認できた部品については変形・破損等は認められなかった。
○不足部品を補充して当該製品を組立設置したところ、突っ張り器具が効いて
いない状態では不安定であったが、突っ張り器具を締め付けて固定すると、ぐ
らつき等の異常は認められなかった。
○当該製品は、ネジボルト等に加え、付属のボンドを使用して組み立てるもの
であったが、当該ボンドが使用された痕跡は認められなかった。
●当該製品の突っ張り器具の締め付けが不十分であったため転倒した可能性
が考えられるが、突っ張り器具等の未回収部品の状況が確認できず、組立時
の状況も不明であることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至
らなかった。

4
A201001115
平成21年4月13日（大阪府）
平成23年3月24日

自転車用幼児座席 RCS-NRX
ブリヂストンサイク
ル株式会社

（重傷1名）
幼児（4歳男児）を当該製品に乗
せて自転車で走行中、幼児の足
が車輪に巻き込まれ、負傷した。

○購入後７か月で左足乗せが破損、脱落した。
○左足乗せが無い状態で当該製品を使用し、男児の足が後輪に巻き込まれ負
傷した。
○当該製品は事業者が事故の情報を入手した時点で既に使用者によって処分
されていたため、確認できなかった。
●当該製品の左側の足乗せが破損し、足乗せの無い状態で幼児を当該製品
に乗せていたため、左脚が後輪に巻き込まれ、負傷したものと考えられるが、
当該製品は廃棄されており、足乗せの破損部の確認・分析ができなかったこと
から、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

原因調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した案件
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5
A201100021
平成23年3月10日（東京都）
平成23年4月8日

液晶テレビ 19A1 株式会社東芝
（火災、軽傷1名）
当該製品及び周辺が焼損する
火災が発生し、１名が負傷した。

○当該製品内部の電源基板及びメイン基板の焼損が著しく、電源基板が焼失
していた。
○電源コード等、他の部品に出火の痕跡は認められなかった。
●当該製品の電源基板やメイン基板等の焼損が著しく、確認できない部品もあ
ることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

6
A201100532
平成23年10月12日（大阪府）
平成23年10月28日

ライター（点火棒） GM4 株式会社東海

（火災）
店舗において、当該製品を使用
後、棚に置いていたところ、当該
製品及び周辺を焼損する火災が
発生した。

○当該製品を用いてこんろに点火後、近くの棚上、プラスチックトレー付近に置
いて、その場を離れていたところ火災が発生した。
○当該製品の外観は原型をとどめていたが、表面の半分以上に熱を受けた痕
跡が認められた。
○表示の有無は確認できなかった。
○当該製品は、事業者が入手する前に廃棄されていた。
●当該製品は使用後、棚の上に置かれた時に残火、若しくは、使用者が消火を
確認せずに棚の上に置いたこと等何らかによって出火したものと推定される
が、当該製品の確認ができず、使用状況及び事故発生状況の詳細が不明なこ
とから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

7
A201100601
平成23年9月26日（栃木県）
平成23年11月21日

電気衣類乾燥機 NH-D45K1
松下電器産業株式
会社（現　パナソ
ニック株式会社）

（火災）
当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

○当該製品は、全体的に焼損が著しく正面ドアが焼失し、コントローラーパネル
は焼損して制御基板とともに取付位置から脱落していた。
○当該製品内部前面の上下に使用しているＰＴＣヒーターのうち、上側に取り付
けられたＰＴＣヒーターの焼損が著しく、ＰＴＣヒーターの端子２個のうち、１個の
端子が接続線を含めて回収されておらず、確認できなかった。
○制御基板に出火の痕跡は認められず、温度ヒューズは溶断していなかった。
○内部配線の被覆は焼損し、芯線は露出していたが、短絡の痕跡は認められ
なかった。
○電源スイッチ及びヒーターリレーの接点に、溶着の痕跡等は認められなかっ
た。
●当該製品の残存していた部品に出火の痕跡は認められないが、焼損が著し
く、確認できない部品があることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特
定には至らなかった。

8
A201100795
平成23年12月21日（石川県）
平成24年1月6日

電気ミニマット ＫＣ－Ｐ４５ＭＲ
森田電工株式会社
（現　株式会社ユー
イング）

（火災）
当該製品を使用中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生し
た。

○コントローラー部やマットの大半は焼失し、ヒーター線の一部は確認できな
かった。
○残存していたマットの内側に、ヒーター線がずれていた痕跡が認められた。
○内部配線及びヒーター線に明確な発火の痕跡は認められなかった。
○使用者は、普段からベッドの上で当該製品を使用していた。
●当該製品は、ヒーター線がずれて重なるなどして過熱し、焼損した可能性が
考えられるが、コントローラー部などが焼失して確認できなかったことから、製
品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。
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9
A201100859
平成24年1月9日（宮崎県）
平成24年1月20日

テレビ（ブラウン管
型）

21ZS17 株式会社東芝

（火災）
発煙に気付き確認すると、火災
が発生しており、建物が全焼し
た。

○当該製品は、電源スイッチがＯＦＦ状態であり、事故当時は主電源が切られ
た状態であった。
○当該製品の焼損が著しく、主電源が切られた状態のとき、電圧が印加されて
いる電源フィルター回路部の部品が確認できなかった。
●当該製品の焼損が著しく、確認されていない部品もあることから、製品起因
か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

・使用期間：不明
（製造時期から約8
年～10年と推定）

10
A201100924
平成24年1月22日（大阪府）
平成24年2月2日

電気カーペット DC-2108
松下住設機器株式
会社（現　パナソ
ニック株式会社）

（火災）
当該製品を使用中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生し
た。

○当該製品のコントローラー表面の暖房面積切換スイッチ部周辺が溶融してい
た。
○コントローラー内部の暖房面積切換スイッチの接点部の焼損が著しく、固定
接点は回収されておらず、確認できなかった。
○当該スイッチ以外の電気部品や電源コードに異常は認められなかった。
●当該製品の暖房面積切換スイッチの接点間で接触不良が生じて異常発熱
し、火災に至ったものと推定されるが、焼損が著しく、確認できない部品がある
ことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

11
A201100945
平成24年1月26日（静岡県）
平成24年2月6日

電子レンジ NE-A40
松下電器産業株式
会社（現　パナソ
ニック株式会社）

（火災、死亡1名）
建物が半焼、1名が死亡する火
災が発生し、現場に当該製品が
あった。

○出火元は、当該製品やトースターが設置されていた台所の棚付近と推定され
た。
○当該製品は、全体が焼損していたが、右側の操作パネル側の焼損が著し
かった。
○操作パネル内部のマグネトロン、ドアスイッチ、制御基板、インバーター基板
等は全て焼損した状態であり、残存部品に出火の痕跡は認められなかったが、
インバーター基板や操作基板に搭載されていた電気部品は、ほとんどの部分
が焼失し確認できなかった。
●当該製品は焼損が著しく、確認できない部品があることから、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

12
A201100966
平成23年12月26日（大阪府）
平成24年2月10日

折りたたみ自転車
Curve
SL(PJA695)

株式会社アキボウ

（重傷1名）
当該製品で走行中、当該製品の
ハンドルステム（ハンドルとフロン
トフォークをつなぐ支柱）が折りた
たまれ、転倒し、負傷した。

○当該製品の外観は、ペダルの端部に多少傷があった他は、擦過痕や錆等は
認められなかった
○ハンドルステム及びハンドル周辺に過大な衝撃が加わったような痕跡は認め
られなかった。
○ハンドルステムのヒンジ部は、固定に必要なツメが折損し、ハンドルステムの
上部に付いているツメを固定するためのクランプを固定するホルダーの破損が
認められた。
○破損したツメとホルダーの破面には、疲労破壊及び延性破壊の痕跡が認め
られた。
●当該製品にハンドル周辺に衝撃を受けた痕跡がなく、破断面に疲労破壊及
び延性破壊の痕跡が認められたことから、恒常的に加速時等でハンドルを手前
に引く力がツメに加わり疲労破壊したものと推定されるが、詳細な使用状況等
が不明なことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかっ
た。
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13
A201100981
平成23年12月21日（埼玉県）
平成24年2月13日

踏み台
なし(株式会社カイ
ンズブランド)

株式会社光大産業
（重傷1名）
当該製品を使用中、転倒し、1名
（80歳代）が負傷した。

○使用者は、自宅の畳の上に設置した当該製品の天板の上に立って洗濯物を
干していた。
○当該製品の脚の１本が天板取付部から、製品内側方向に折損していた。
○当該製品はパイン集成材を使用しており、折損部は木材同士を接着接合し
た箇所だった。
○同等品による強度試験において、天板上方から4000Nを1分間加えたところ、
製品に異常は認められなかった。
○当該製品の集成材の接着強度に不良があったか否かについては、確認でき
なかった。
●当該製品を使用中にバランスを崩して転倒したものと考えられるが、事故発
生時の詳細な状況が不明であり、折損した脚部の接着強度に問題があったか
否かも確認できなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定に
は至らなかった。

14
A201101021
平成24年2月11日（福岡県）
平成24年2月22日

電気カーペット MC-202S
森田電工株式会社
（現　株式会社ユー
イング）

（火災、軽傷1名）
当該製品を使用中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生
し、火傷を負った。

○当該製品のコントローラー部の設定を確認した結果、電源スイッチは「入」
で、暖房面積切替スイッチは右半分の位置であった。
○当該製品の上にはカーペットカバーが敷かれた状態であったが、当該製品及
びカーペットカバーともに中央付近（全体の約３分の１）が焼け抜けており、一部
の部品が確認できず、右半分及び左半分ともほぼ同様に焼け抜けていた。
●当該製品のカーペット中央付近の焼損が著しく、部品の一部も確認できない
ことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

15
A201101032
平成24年2月15日（沖縄県）
平成24年2月23日

エアコン(室外機) ARR28LS
ダイキン工業株式
会社

（火災）
当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

○当該製品は外郭及び内部とも焼損しており、樹脂部品は閉鎖弁カバーの下
部を除いて、大半が焼損、焼失していた。
○制御基板は焼損が著しく、基板に欠損箇所はないものの、電気部品の一部
は確認できなかった。
○その他の電気部品に、出火の痕跡は認められなかった。
●当該製品の焼損が著しく、確認されていない部品もあることから、製品起因
か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

・使用期間：1年6ヶ
月
・A201101039（電気
洗濯機）と同一事故

16
A201101080
平成24年2月24日（東京都）
平成24年3月2日

エアコン RCI-NP56K
日立アプライアンス
株式会社

（火災）
異音とともに運転中ではなかっ
た当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。

○事故時、当該製品は運転されていなかった。
○端子台の接続電線が断線していたが、溶融痕は認められなかった。
○電源基板及び室内基板の焼損が著しく、基板裏面のパターンが溶けており、
基板上の部品はほとんど脱落していた。
○送風用電動機、ドレンアップ用電動機、トランスの巻線に異常は認められな
かった。
●当該製品の焼損が著しく、基板裏面のパターンが溶けており、基板上の一部
の部品が確認できなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

・使用期間：不明
（製造期間から約3
～4年と推定）

17
A201101081
平成24年2月24日（山形県）
平成24年3月5日

除雪機（歩行型） FSR1100DTA-2
フジイコーポレー
ション株式会社

（死亡1名）
当該製品を使用中、当該製品の
回転部に巻き込まれ、病院へ搬
送後、死亡が確認された。

○使用者は1人で除雪作業を行っていた。
○エンジンがかかった状態のまま、ローター部に男性の腕や胸が巻き込まれて
いた。
○当該製品は製造が終了して２０年以上経過しており、取扱説明書及び当該
製品に装備される安全装置についての確認ができなかった。
●当該製品を使用中、使用者がエンジンを切らずに除雪機前部に立った際に、
何らかの原因でローター部分に衣服が引っ掛かり引き込まれたものと推定され
るが、当該製品の確認ができず、また、事故当時の詳細な使用状況が不明なこ
とから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。
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18
A201101087
平成24年2月26日（北海道）
平成24年3月5日

除雪機（歩行型） スノーエース　ST25 小橋工業株式会社

（死亡1名）
当該製品を使用中、当該製品と
雪の壁の間に挟まれ、病院へ搬
送後、死亡が確認された。

○使用者は、「当該製品をバックさせる際に運転操作を誤り、当該製品と周囲
の雪山の間に挟まれた。」と説明していた。
○当該製品には安全装置として、後進時の転倒による下敷き事故を防止する
ための安全クラッチが装備されていたが、製造後２２年以上を経た製品であり、
デットマンクラッチは装備されてなかった。
●当該製品をバックさせる際に、当該製品と雪山の間に使用者の身体が挟
まったものと推定されるが、使用状況の詳細が不明なことから、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

19
A201101090
平成23年12月6日（神奈川県）
平成24年3月7日

電動車いす(ジョイ
スティック形)

C300PS
ペルモビール株式
会社

（重傷1名）
当該製品で走行中、違和感を感
じ、停止して確認すると、左足が
当該製品の外に出ており、病院
で骨折していることが確認され
た。

○当該製品がアスファルト舗装路を走行中に突然左に旋回したため、使用者が
停車させたところ左足が足乗せから落ちていた。
○アスファルト舗装路は広く平坦で、障害物となりうるものは認められなかっ
た。
○当該製品は、事故直前にインターロッキング舗装路を走行しており、車体が
振動していた。
○使用者は、事故以前から乗車中に足乗せから左足が落ちやすいと感じてお
り、自分自身で足乗せに滑り止めシートを敷くなどしていたが、販売事業者には
相談していなかった。
○当該製品のサイドガード（乗車中に足が左右に動くのを制限するために、肘
掛けの下に付いている部品）は小さく、左太股はシートの外側に動きやすい状
態だった。
○使用者の靴の左足つま先には、事故以前にはなかった擦過痕が認められ
た。
●事故直前の車体の振動によって当該製品の足乗せから左足が滑り落ちたた
めに、左足が車体の一部と接触してつま先を強く擦りながら巻込まれ、事故に
至った可能性が考えられるが、事故状況の詳細が不明なため、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

20
A201101092
平成24年2月26日（島根県）
平成24年3月8日

電気湯沸器 KP-H14E シャープ株式会社

（火災）
宿泊施設で、通電中の当該製品
を焼損し、周辺にあった鏡を破損
する火災が発生した。

○当該製品は、本体背面の樹脂製の外郭が著しく焼損していたものの、内部
の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。
○当該製品の電源コードが途中で断線し、溶融痕が認められたが、一次痕か
二次痕かの特定はできなかった。
○当該製品は製造後約１９年経過しているが、電源コードの断線部付近に著し
い屈曲等の異常は認められなかった。
●当該製品の本体に出火の痕跡は認められず、電源コードに溶融痕が認めら
れたが、一次痕か二次痕かの特定はできなかったことから、製品起因か否かを
含め、事故原因の特定には至らなかった。
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21
A201101145
平成23年12月4日（東京都）
平成24年3月23日

自転車 ＴＩＭＥ　ＶＸＲ
ダイナソア株式会
社

（重傷1名）
当該製品で走行中、ヘッドチュー
ブ（フロントフォークの上のフレー
ムの一部）が折れ、転倒し、負傷
した。

○使用者は事故の約1年前に当該製品を中古品として購入し、通勤等に使用し
ていた。
○使用者が当該製品を購入する以前の使用履歴は不明であった。
○使用者が当該製品で平坦な舗装路を走行中に、当該製品から異音がしたた
め、強くブレーキをかけたところ、ヘッドチューブが破断し、転倒した。
○事故現場に障害物や溝はなかった。
○当該製品のヘッドチューブは、上パイプと下パイプとの接続部から破断して
おり、積層材が接着面から剥離していた。
○ヘッドチューブの側面と、上パイプの破断部近傍に擦過痕が認められた。
●当該製品の上下パイプとヘッドチューブの接合部付近の積層材の接着面に
剥離が生じて進展し、強くブレーキをかけた際の負荷で破断に至ったものと考
えられるが、事故以前の当該製品の詳細な使用状況が確認できず、積層材に
剥離が生じた経緯が不明なことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特
定には至らなかった。

22
A201101148
平成24年3月13日（静岡県）
平成24年3月26日

電動アシスト自転
車

PZ26 X215
ヤマハ発動機株式
会社

（重傷1名）
当該製品で走行中、異音ととも
にフレームが折れ、転倒し、負傷
した。

○当該製品のフレームは、ドライブユニット取り付けブラケットの溶接端部で折
損していた。
○破面には、左右溶接部を起点とする疲労破壊の痕跡が認められた。
○破壊起点の溶接部右側は、パイプ母材を著しく溶融する溶接ビード（溶接跡）
となっていた。
○当該製品は、左右のクランクとペダルが交換され、チェーンケースを固定する
ステーが変形し、チェーンケース表面には擦り傷が認められた。
●当該製品は、フレーム溶接部に微細な亀裂が発生したため、使用過程で
徐々に亀裂が進行し、折損に至ったものと推定されるが、微細な亀裂の原因が
溶接ビードの不具合によるものか、走行中に加わった衝撃によるものか不明な
ことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

23
A201101152
平成24年1月18日（東京都）
平成24年3月26日

充電器(モバイル機
器用)

液晶電池残量表示
付パワーバッテリー
Infinity5000　LD2-
5000B

株式会社リンケー
ジ

（火災）
当該製品から発煙し、周辺を焼
損する火災が発生した。

○当該製品に刺しキズや叩いたような痕跡は認められなかった。
○バッテリー内部の銅箔を確認したところ、熱による溶解で数カ所穴が開いて
いることが認められた。
●当該製品は何らかの原因によって、バッテリー部分が発熱したものと推定さ
れるが、使用状況が不明なことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

24
A201200007
平成23年12月3日（千葉県）
平成24年4月5日

スチームアイロン DX9300J1
株式会社グループ
セブジャパン

（火災）
当該製品を使用後、外出し、
戻ったところ、当該製品及び周
辺を焼損する火災が発生してい
た。

○当該製品の自動停止安全装置等の電気部品の一部は、焼損しており確認で
きなかった。
○当該製品下部のかけ面内部にアルミが溶融した形跡が認められた。
○当該製品の底部の残存物や温度センサーには出火の痕跡は認められな
かった。
●当該製品は焼損が著しく、自動停止安全装置等の確認できない部品があっ
たことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。



7 ページ

№
管理番号

事故発生日/報告受理日
製品名 機種・型式 事業者名 事故内容 判断理由 備考

25
A201200009
平成24年3月18日（宮崎県）
平成24年4月5日

電気ストーブ RX-S12A 三洋電機株式会社

（火災）
当該製品を使用中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生し
た。

○事故当時、当該製品はガードを下にして転倒し燃えていた。
○ガードと畳との間に畳と異なる炭化物があったが、炭化物の特定には至らな
かった。
○転倒ＯＦＦスイッチは焼失し作動状況は確認できなかった。
○当該製品は焼損が著しく、切換スイッチつまみは焼失し、通電状態であった
かは確認できなかった。
●当該製品の焼損が著しく、事故当時の詳細な使用状況も不明なことから、製
品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

26
A201200012
平成24年3月16日（東京都）
平成24年4月5日

スピーカー PSP-312IPIRW
プリンストンテクノロ
ジー株式会社

（火災）
当該製品に携帯型音楽プレー
ヤーを接続して置いていたとこ
ろ、異臭がしたため確認すると、
当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生していた。

○当該製品及び当該製品に接続していた他社製携帯型音楽プレーヤー共に
焼損していた。
○当該製品に付属するＡＣアダプター電源により、当該製品の駆動及び他社製
携帯型音楽プレーヤーの充電をしていたが、Ｘ線による内部確認及び出力確認
を行ったところ、ＡＣアダプターに異常は認められなかった。
●当該製品及び当該製品に接続していた他社製携帯型音楽プレーヤー共に
焼損していたことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らな
かった。

27
A201200017
平成24年3月23日（福岡県）
平成24年4月6日

ウォーターサー
バー

AC01-3
アクアクララ株式会
社

（火災）
店舗で当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生した。

○当該製品内部に出火の痕跡は認められなかった。
○電源コードが断線しており、溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕かの特
定はできなかった。
○電源コードの焼損が著しく、電源コードの引き回し状態は確認できなかった。
●当該製品の電源コードに溶融痕が認められたが一次痕か二次痕か特定でき
ず、電源コードの引き回し状態も不明なことから、製品起因か否かを含め、事故
原因の特定には至らなかった。

28
A201200025
平成24年2月17日（北海道）
平成24年4月9日

除雪機(歩行型) ＹＳＲ１２２ ヤンマー株式会社

（火災）
当該製品を使用後、物置に入
れ、エンジン停止後、炎が見えた
ため確認すると、当該製品を焼
損する火災が発生していた。

○当該製品は、既に使用者により廃棄処分されていた。
○エンジンカバー、バッテリー及び配線被覆の焼損が著しいが、エンジン部分、
燃料タンク、吸排気系統及びオガー部分に焼損は認められなかった。
○バッテリーの(＋）端子側のターミナルに溶融痕が認められた。
○当該製品が収容されていた物置は、直上の天井が焼損していたが、周囲に
は焼損物は認められなかった。
●当該製品は、エンジンカバー、バッテリー及び配線被覆の焼損が著しいこと
から製品内部からの出火と考えられるが、現品の確認ができないことから、発
火メカニズムの推定ができず、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には
至らなかった。

29
A201200042
平成24年3月20日（福岡県）
平成24年4月16日

電動アシスト自転
車

BE-END633
パナソニックサイク
ルテック株式会社

（火災）
当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

○バッテリーは全てのセルにおいて、破裂や出火の痕跡は認められなかった。
○バッテリーケース内部の基板は焼損が著しく、基板上の部品の異常の有無
は確認できなかった。
○駆動ユニットは外部は焼損していたが、内部は焼損していなかった。
●当該製品の主要な電気部品には、出火の痕跡は認められず、外部からの延
焼によって焼損した可能性が考えられるが、制御基板の部品の異常の有無が
確認できなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至ら
なかった。
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30
A201200062
平成24年2月25日（京都府）
平成24年4月20日

電気冷蔵庫 R-235TD
株式会社日立製作
所（現　日立アプラ
イアンス株式会社）

（火災）
事業所で当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。

○当該製品は、本体を構成する樹脂部分はすべて焼失して、底部に堆積して
おり、金属製の本体外郭は、背面及び内側上部の焼損が著しかった。
○当該製品の背面下部（機械室内）の始動リレー、コンプレッサー、起動用電
解コンデンサー等、残存していた部品に出火の痕跡は認められなかった。
○当該製品上部の配線類、ファンモーター、電源プラグ等が未回収であり、確
認できなかった。
○電源コードの断線部に溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕かの特定は
できなかった。
●当該製品の残存していた部品に出火の痕跡は認められないが、焼損が著し
く、確認できない部品があることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特
定には至らなかった。

　

31
A201200063
平成24年4月10日（富山県）
平成24年4月20日

電気式物干しシス
テム（室内用）

ＣＷＦ２１ＬＡ
パナソニック電工株
式会社（現　パナソ
ニック株式会社）

（火災）
建築中の建物で当該製品及び
周辺を焼損する火災が発生し
た。

○当該製品本体は焼損が著しいが、残存する部品から出火の痕跡は認められ
なかった。
○制御ユニット、操作スイッチ端子台等が焼失し、確認できなかった。
○操作スイッチは、ＯＮ状態であった。
●当該製品に出火の痕跡は認められないが、焼損が著しく確認できない部品
があることから、製品に起因するか否かを含め、事故原因の特定には至らな
かった。

32
A201200093
平成23年3月21日（兵庫県）
平成24年5月1日

テレビ（ビデオ一体
型）（ブラウン管型）

TH-14JV1

松下寿電子工業株
式会社（現　パナソ
ニックヘルスケア株
式会社）

（火災）
当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

○当該製品の電源プラグはコンセントに接続されていたが、事故当時は使用さ
れていなかった。
○バックキャビネットの後方上部が著しく焼損していたが、電源コードに断線や
溶融痕は認められなかった。
○電源スイッチ「切」の待機状態で、基板に電源が供給されている電源回路部
の焼損状況が確認できなかった。
●当該製品は、事故当時、コンセントに接続されていたが、使用されていなかっ
たものと推定されるが、電源スイッチ「切」の待機状態でＡＣ電源が供給される
電源回路部の基板の焼損状況が確認できなかったことから、製品起因か否か
を含め、事故原因の特定には至らなかった。

・使用期間：約16年

33
A201200094
平成24年4月24日（東京都）
平成24年5月1日

電気冷蔵庫 NR-B22R2
松下電器産業株式
会社（現　パナソ
ニック株式会社）

（火災）
店舗で当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生した。

○当該製品の外郭は、前面より背面側の焼損が著しく、背面下部のコンプレッ
サー周囲が大きく焼損していた。
○コンプレッサー周囲のリード線は、断線していたが溶融痕は認められなかっ
た。
○始動リレーのリレーカバーは焼損していたが、始動リレーには異常は認めら
れなかった。
○ヒーター、ドアスイッチ、サーモスタット、ファンモーター、コイルスプリング、霜
取タイマーの接点板やモーター、運転コンデンサーには異常は認められなかっ
た。
○当該製品の電源コード及び電源プラグは焼失しており確認できなかった。
○当該製品は延長コードを介し使用していたが、延長コードは焼損が著しくテー
ブルタップ部の樹脂が焼失していた。
●当該製品の電気部品には出火した痕跡は認められなかったが、電源コード、
電源プラグ部及び電源プラグを接続していた延長コードが焼損しており確認で
きなかったため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。
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34
A201200102
平成24年4月16日（沖縄県）
平成24年5月7日

折りたたみ自転車 ＩＧ ＲシティＲＤ
株式会社ジャパー
ナ

（重傷1名）
当該製品で走行中、前カゴが外
れるとともにブレーキがきかなく
なり転倒し、負傷した。

○当該製品の前ブレーキと前かごを取り付けるナット等の部品が回収されてお
らず確認できなかった。
○事故発生後、使用者の家族が前ブレーキのナットを取り外しており、事故当
時の前ブレーキの取り付け状態は確認できなかった。
○同等品を用いて締め付け力を適正トルクの半分以下で締め付けて再現テス
トを実施したが、ネジは緩まなかった。
●当該製品の前ブレーキと前カゴを取り付けるナットが緩んで外れたため、前
ブレーキ等が脱落し、前輪をロックしたものと推定されるが、事故発生時の前ブ
レーキの取り付け状態やナットが緩んだ原因が不明なことから、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

35
A201200108
平成24年3月26日（神奈川県）
平成24年5月7日

パネルヒーター NN8920
クレオ工業株式会
社

（火災）
当該製品を事務机に取付けて使
用中、落下し、当該製品及び周
辺を焼損する火災が発生した。

○当該製品は事故当日に使用者により廃棄されており、消防、事業者、ＮＩＴＥ
も当該製品の状態を確認できなかった。
●当該製品が廃棄されていたことから、製品起因か否かを含め、事故原因の
特定には至らなかった。

36
A201200121
平成24年5月1日（北海道）
平成24年5月11日

ディスプレイモニ
ター

IPS235G-BN
ＬＧ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｊ
ａｐａｎ株式会社

（火災）
使用者が外出中、当該製品及び
周辺を焼損する火災が発生し
た。

○当該製品は全体に焼損しており、樹脂部品はすべて焼失していた。
○内部基板は焼損していたが、基板の欠損はなく、また、基板上の部品が一部
脱落していたが、出火の痕跡は認められなかった。
○電源コードの断線部に溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕かの特定は
できなかった。
●当該製品内部に出火の痕跡は認められないが、電源コードの溶融痕が一次
痕か二次痕か特定できなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の
特定には至らなかった。

A201200119（デス
クトップパソコン）及
びA201200123（ス
ピーカー）と同一事
故

37
A201200123
平成24年5月1日（北海道）
平成24年5月11日

スピーカー N4-20U05-BK 恵安株式会社

（火災）
使用者が外出中、当該製品及び
周辺を焼損する火災が発生し
た。

○当該製品は、右側スピーカーの焼損が著しく、樹脂部品はすべて焼失してい
た。
○右側スピーカーの一部の基板が回収されておらず、確認できなかった。
○右側スピーカーに残存していた基板等の電気部品に、出火の痕跡は認めら
れなかった。
●当該製品の残存していた部品に出火の痕跡は認められないが、焼損が著し
く、確認できない部品があることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特
定には至らなかった。

A201200119（デス
クトップパソコン）及
びA201200121（ディ
スプレイモニター）と
同一事故

38
A201200140
平成24年3月8日（福井県）
平成24年5月17日

電気ストーブ ＭＦＨ－１８０ＥＴ
メトロ電気工業株式
会社

（火災、死亡1名）
建物が全焼し、1名が死亡した。
現場に当該製品があった。

○当該製品は、焼損が著しく、接続されていたコンセントを含めて電源プラグか
ら手元コントローラーまでの電源コード及び部品が未回収のため確認できな
かった。
○当該製品の本体及び電源コードの残存部からは、出火の痕跡は認められな
かった。
●当該製品は焼損が著しく、確認できない部品もあることから、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定に至らなかった。
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39
A201200152
平成24年4月13日（東京都）
平成24年5月24日

鍋 AR-4884
和平フレイズ株式
会社

（重傷1名）
当該製品で調理後、蓋をしようと
した際、手に火傷を負った。

○使用者は、当該製品の鍋口に付属の蓋を置いたところ、蓋がうまくはまらず
に鍋の中に入った。
○蓋が鍋の中に入った際、鍋の中にあった油が使用者の手にかかった。
○当該製品の蓋の直径は、鍋口の直径よりも約2.0mm大きく、蓋を鍋口に対し
水平に置いたところ蓋が鍋の中に入ることはなかった。
○当該製品の蓋を斜めに鍋口に押しつけたところ、鍋口がたわんで、蓋が鍋の
中に入った。
○蓋を鍋の中に入れるのに必要な力は、約8.5Nであった。
○事故時の使用者の蓋の置き方についての詳細を特定できなかった。
●当該製品の蓋が鍋口に押しつけられるように置かれたために鍋口が拡がり、
蓋が鍋の中に入って、事故に至った可能性が考えられるが、事故発生時の詳
細な状況が不明なことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至
らなかった。

40
A201200166
平成24年5月18日（鹿児島県）
平成24年5月29日

エアコン ＲＡＳ－ＡＣ２５Ｚ
日立アプライアンス
株式会社

（火災）
異音とともに当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

○事故発生の６か月前、使用者は当該製品の電源プラグが差し込まれていた
コンセントが黒くなっていたため、コンセントを交換していた。
○当該製品の電源プラグ内部の焼損が著しく、両栓刃カシメ部付近を中心に焼
損していた。
○電源プラグ内部の電線カシメ部は、カシメ加工に加えてはんだ盛り処理が施
されているなど接触不良が起きにくい状況であった。
○電源プラグ部以外に異常は認めなかった。
●当該製品の電源プラグ内部で異常が発生して、プラグ内部のカシメ部付近を
中心に短絡が生じて出火したものと推定されるが、差し込まれていたコンセント
が交換されており、電源プラグ内部の焼損も著しいことから、製品起因か否か
を含め、事故原因の特定には至らなかった。

41
A201200208
平成24年6月7日（静岡県）
平成24年6月15日

空気清浄機 ＭＣＺ６５Ｋ－Ｗ
ダイキン工業株式
会社

（火災）
建物を全焼する火災が発生し、
現場に当該製品があった。

○焼損が著しい１階リビングでは、当該製品とガスファンヒーターが使用されて
いた。
○当該製品はリコール対象製品の未対策品であった。
○当該製品は焼損が著しく、電源ユニット、除湿エレメント、ヒーターユニットは
未回収のため確認できなかった。
○残存するモーター、制御基板、表示基板、配線、スイッチ等の部品には出火
の痕跡は認められなかった。
○ガスファンヒーター及び周辺の焼損も著しかったが、ガスファンヒーターは未
回収で確認できなかった。
●当該製品は焼損が著しく、残存する部品に出火の痕跡は認められなかった
が、確認できない部品があることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特
定には至らなかった。
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42
A201200305
平成24年7月18日（三重県）
平成24年7月24日

三輪自転車 ＴＣＦＧ－２０３Ｕ 武田産業株式会社

（重傷1名）
当該製品で走行中、突然スイン
グ機構（車体を左右に傾ける仕
組み）が固定され、カーブを曲が
れず河原へ落下し、負傷した。

○当該製品は後輪が二輪の三輪自転車で、ハンドルに付いているスイング切
替レバーを操作することで、車体のスイングと固定が切り替えできるものであっ
た。
○落下場所は緩やかな下り坂で、わずかに右にカーブしている場所であった。
○事故当時にスイング切替レバーがスイング側になっていたか、固定側になっ
ていたか確認できなかった。
○スイング切替レバーは内側が破損し、スイング切替レバーの軸ボルトが緩ん
でいたが、軸ボルトを締め付れば固定は可能であった。
●当該製品で走行中、何らかの理由によりカーブを曲がり切れずに事故に至っ
たものと推定されるが、事故当時の詳細な使用状況等が不明なことから、製品
起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

43
A201200333
平成23年9月17日（京都府）
平成24年8月7日

電子レンジ NE-8700
松下住設機器株式
会社（現　パナソ
ニック株式会社）

（重傷1名）
当該製品を使用中、感電し、負
傷した。

○使用者は当該製品を使用中、左手で当該製品の上部手前側面を支え、右手
でドアに触った瞬間に感電した。
○当該製品のアースは設置されていなかった。
○当該製品は、事故翌日に廃棄されていた。
●当該製品は廃棄されていて確認できないことから、製品起因か否かを含め、
事故原因の特定には至らなかった。

44
A201200467
平成24年9月8日（岐阜県）
平成24年9月26日

靴（野球用）

ウエーブフランチャ
イズ プライムエディ
ション ２ＫＰ－５５７
１４

ミズノ株式会社

（重傷1名）
当該製品を履いて野球をしてい
たところ、バランスを崩し、転倒、
左手首を負傷した。

○使用者は野球の守備練習中にバランスを崩して転倒し、左手首を骨折してい
たが転倒時の状況を覚えておらず、目撃者もいなかった。
○当該製品のサイズ２２．５ｃｍは使用者の足の長さに適合していたが、靴ひも
を締めた際、靴ひもが余るため、ひもを踏まないように輪っかを大きくして使用
していた。
○スパイク形状は、引っ掛かりが生じ易い形状ではなかったが、突起形状であ
ることから、靴ひもの輪っかが引っ掛かる可能性はあった。
○当該製品の靴ひもの長さは１２０ｃｍであったが、２０１１年９月から他の靴と
統一を図るため、１１０ｃｍに変更されていた。
●当該製品を着用中に、大きくしていた靴ひもの輪っか部分にスパイクが引っ
掛かり転倒した可能性は考えられるが、事故時の状況は不明であり、足が滑っ
てバランスを崩して転倒に至った可能性も考えられることから、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定には至らなかった。
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